
No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1
①食料品の物価高
騰に対する特別加
算

生活応援商品券配布事業

①食料品等の物価高騰の影響を受けている町民を支援す
るため、令和8年3月1日時点で町内に住所を有する町民に
対し、1人あたり5,000円（500円×10枚）の生活応援商品券
を配布する。
②生活応援商品券、委託料及び事務費
③・通信運搬費　1,509,518円（1,510千円）
配送運賃　＠521円×2609世帯×1.1＝1,495,218円
郵券料　＠110円×130世帯（未受取世帯）＝14,300円
・委託料　38,099,234円（38,101千円）
生活応援商品券封入封緘発送業務委託料　430,485円
（431千円）
生活応援商品券等作成業務委託料　2,639,450円（2,640千
円）
生活応援商品券換金等業務委託料　35,029,299円（35,030
千円）
　合計　39,608,752円（39,611千円）
④6,572人（2,609世帯）

R8.1 R8.3

2

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

食料品等価格高騰対策給食材料費
補助事業（平泉小学校・長島小学校
分）

①食料品等の価格高騰により学校給食に係る費用が増え
ていることから、給食喫食者の増額分を町が負担する（教
職員分を除く）ことで、保護者負担の給食費を据え置くとと
もに、食材の種類や提供量、給食実施回数を変えることな
く給食内容の質の維持を図る。（４月～３月）
②給食材料費
③・平泉小学校分
48,800円（1人当たり給食費年額）×19％（消費者物価指数
による上昇分）×250人（給食喫食児童数）＝2,318,000円
(2,318千円）
・長島小学校分
48,800円（1人当たり給食費年額）×19％（消費者物価指数
による上昇分）×72人（給食喫食児童数）＝667,584円(668
千円）
　合計　2,985,584円（2,986千円）
④児童保護者（教職員を除く）

R7.4 R8.3

3
⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

エネルギー価格高騰影響負担緩和支
援事業

①物価高騰の影響を受けている町内事業者（日本標準産
業分類に基づく大分類のうち、農林漁業及び公務等を除
く。社会福祉施設を除く。）のうち、令和６年12月から令和７
年５月までの任意の月（単月又は複数月（最大６ヶ月））に
支払ったエネルギー費（水道光熱費（水道料を除く）、燃料
費（ガソリン、重油、軽油、灯油及びその他事業に必要な
燃料）の合計額と、前年の同期間に支払ったエネルギー費
の合計額と比較し、千円以上の増加額がある場合その増
加額（千円未満切捨）を支援金として支給する（最大30万
円）。
②支援金(30万円上限)
③【想定件数】　110件
　(1)支援金：9,000,000円（110事業者分）
　(2)エネルギー費増加当認定事務委託料：1件 4,000円×
110件＝440,000円
　(3)振込手数料　220円×88件＝19,360円
　合計　9,459,360円（9,460千円）
④町内事業者

R7.4 R8.3

4
③消費下支え等を
通じた生活者支援

平泉町キャッシュレス決済利用促進
事業(R6補正分）

①物価高騰の影響を受けている町民の生活支援及び町
内事業者の事業継続支援のため、キャッシュレス決済を
行った消費者へ決済金額の一部をポイントとして還元す
る。
②ポイント還元に係る費用
③委託料　7,821,500円（7,822千円）
　（内訳）　・クーポン原資　5,000,000円　・paypay運営手数
料等　1,925,000円
　・運営事務費等　  896,500円
④町民等の一般消費者及び町内事業者

R7.5 R8.3
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5

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

食料品等価格高騰対策給食材料費
補助事業（平泉中学校分）

①食料品等の価格高騰により学校給食に係る費用が増え
ていることから、平泉中学校における給食喫食者の増額
分を平泉町が費用負担する（教職員を除く）ことで、保護者
負担の給食費を据え置く。（4月～3月）
②給食材料費
③57円（１食あたり増額分）×150人×164日（給食日数）＝
1,402,200円(1,403千円)
④生徒保護者（教職員を除く）

R7.4 R8.3

6

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

社会福祉施設等物価高騰対策支援
事業（障がい者施設）

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響が長期化
する中で、経済的負担が増加している高齢・障害者施設等
（以下「社会福祉施設等」という。)の負担軽減を図り、適切
で質の高いサービスの安定的な提供を維持するため、
サービス種別に応じて支援金を交付する。
※事業内容及び単価については、令和６年度県の「社会
福祉施設及び医療施設等物価高騰緊急対策支援金」に準
拠して積算
②障がい者施設への施設運営に係る支援金
③　(1)支援金：1,470,000円（1,470千円）
　　・通所系：６事業所×90,000円(１事業所あたり)＝
540,000円
　　・入所系：定員75人(５事業所)×10,000円(定員１人あた
り)=750,000円
　　・訪問・相談系：６事業所×30,000円(１事業所あたり)＝
180,000円
　②振込手数料：220円×11事業所＝2,420円(3千円）
　合計　1,472,420円(1,473千円)
④障がい者施設

R7.5 R8.3

7

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

社会福祉施設等物価高騰対策支援
事業（高齢者施設）

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響が長期化
する中で、経済的負担が増加している高齢・障害者施設等
（以下「社会福祉施設等」という。)の負担軽減を図り、適切
で質の高いサービスの安定的な提供を維持するため、
サービス種別に応じて支援金を交付する。
※事業内容及び単価については、令和６年度県の「社会
福祉施設及び医療施設等物価高騰緊急対策支援金」に準
拠して積算
②高齢者施設への施設運営に係る支援金
③　(1)支援金：2,940,000円（2,940千円)
　・通所系：６事業所×100,000円(１事業所あたり)＝
600,000円
　・入所系：定員213人(８事業所)×10,000円(定員１人あた
り) ＝2,130,000円
　・訪問・相談系：７事業所×30,000円(１事業所あたり)＝
210,000円
　②振込手数料：220円×21事業所＝4,620円(５千円)
　合計　2,944,620円(2,945千円)
④高齢者施設

R7.5 R8.3

8
⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

飼料価格高騰対策畜産農家支援事
業

①畜産業に必要な飼料価格が高騰する中、経営に支障が
生じている町内の畜産農家に対し、事業継続のための支
援を目的に平泉町飼料価格高騰対策畜産農家支援金を
交付する。
②畜産農家等への飼料購入に係る支援金
③（1）補助金　3,326,000円（3,326千円）
乳用牛9,000円×2頭＝18,000円、繁殖牛(親牛)6,000円×
113頭＝678,000円、(仔牛)10,000円×71頭＝710,000円、
肥育牛20,000円×96頭＝1,920,000円
（2）振込手数料　220円×27件＝5,940円（6千円）
　合計　3,331,940円（3,332千円）
※財源内訳（全体事業費3,332千円、うち交付金充当額
3,237千円、その他財源95千円）
④畜産農家

R7.9 R8.3
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①エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う低所得世帯
支援

生活困窮者冬季特別対策助成金事
業

①物価高騰の影響による生活困窮者の冬期間の経済的
負担軽減を図るため、灯油等購入費に対する助成（現金
給付）を実施する
②生活困窮者等への給付金
③会計年度任用職員374,000円、消耗品50,000円、燃料費
23,000円、郵券料105,000円、振込手数料105,000円、コ
ピー使用料80,000円、補助金4,750,000円(@10,000円×475
世帯)  　合計　5,487,000円（5,487千円）
※財源内訳（全体事業費5,487千円、うち交付金充当額
2,840千円、その他財源2,647千円）
④高齢者世帯（65歳以上のみの世帯）、障がい者世帯、要
介護世帯、ひとり親世帯、生活保護世帯

R7.12 R8.3

10
⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

平泉町農業水利施設省エネルギー化
推進対策費補助事業

①エネルギー価格高騰の影響を受けにくい農業水利シス
テムへの転換を促すため、省エネ化及びコスト削減に取り
組む施設管理者（農業者が構成員となっている土地改良
区）に対し、エネルギー価格高騰分に対する支援を行うこ
とで、農業者の賦課金等の負担増を抑制し、農業者の救
済措置に繋げる。
②農業水利施設の維持管理費
③照井土地改良区407,000円、衣川土地改良区7,000円、
北上川東部土地改良区397,000円　、振込手数料　220円
×3件＝660円
合計　811,660円（812千円）
④土地改良区

R7.6 R8.3

11

①エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う低所得世帯
支援

生活困窮者エアコン購入費等補助事
業

①物価の高騰に伴い、経済的な理由でエアコン等の購入
が困難な住民税非課税世帯に対し、エアコン等の新規購
入及び買替に必要な費用を補助する
②住民税非課税世帯へのエアコン購入に係る補助金
③消耗品22,000円、郵券料14,000円、口座振込手数料
8,800円、コピー使用料66,000円、補助金3,200,000円（＠
80,000円×40世帯(R7.6.16時点の住民税非課税世帯数の
約5％）　　合計3,310,800円（3,311千円）
④住民税非課税世帯

R7.7 R8.3

12
⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

物価高騰対応農業用省エネ機器等
整備支援事業

①物価高騰による農業経営への影響を軽減するとともに、
農業経営の安定と強化を図ることを目的に省エネや生産
性の向上、高温対策に資する農業用機器等を整備する農
業者に対し支援金を交付する
②省エネ化や生産性向上、高温対策に資する農業用機器
等の導入または更新にかかる購入経費
　・農業機械、加工販売等設備…買い替えによる更新に限
る
　・高温対策…新規購入又は買い替えによる更新をするも
の
③・補助金6,000,000円（上限300,000円×20者）　（6,000千
円）
・振込手数料　220円×20件＝4,400円（5千円）
合計　6,004,400円（6,005千円）
※財源内訳（全体事業費6,005千円、うち交付金充当額
2,500千円、その他財源3,505千円）
④R6年中において農産物の販売実績のある農家

R7.7 R8.3

13
③消費下支え等を
通じた生活者支援

平泉町キャッシュレス決済利用促進
事業(R6補正分第2弾）

①物価高騰の影響を受けている町民の生活支援及び町
内事業者の事業継続支援のため、キャッシュレス決済を
行った消費者へ決済金額の一部をポイントとして還元す
る。
②ポイント還元に係る費用
③委託料　6,656,500円（6,657千円）
　（内訳）　・クーポン原資　4,000,000円　・paypay運営手数
料等　1,760,000円　・運営事務費等　  896,500円
※財源内訳（全体事業費6，657千円、うち交付金充当額
2,191千円、その他財源4,466千円）
④町民等の一般消費者及び町内事業者

R7.12 R8.3


